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宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン

第1章

宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
改
定
に
当
た
っ
て

第4章

宮
城
の
未
来
を
つ
く
る
　
の
取
組

３３

１５

第2章

県
政
運
営
の
理
念
と
基
本
姿
勢

第3章

政
策
推
進
の
基
本
方
向

第4章 宮城の未来をつくる３３の取組

県政運営の理念である「富県共創！　　活力とやすらぎの 邦 づくり」を実現するため，３つの政策推進の基本
くに

方向に沿って，宮城の未来をつくる３３の取組を行います。

富県宮城の実現
～県内総生産１０兆円への挑戦～

安心と活力に満ちた
地域社会づくり

人と自然が調和した
美しく安全な県土づくり

1　育成・誘致による県内製造業の集積促進
2　観光資源，知的資産を活用した商業・
サービス産業の強化

3　地域経済を支える農林水産業の競争力強化
4　アジアに開かれた広域経済圏の形成
5　産業競争力の強化に向けた条件整備

1　子どもを生み育てやすい環境づくり
2　将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり
3　生涯現役で安心して暮らせる社会の構築
4　コンパクトで機能的なまちづくりと地域生
活の充実

5　だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせ
る環境づくり

1　経済・社会の持続的発展と環境保全の両立
2　豊かな自然環境，生活環境の保全
3　住民参画型の社会資本整備や良好な景観の
形成

4　巨大地震など大規模災害による被害を最小
限にする県土づくり

くくくくくくくくくくくくくくくにくにくにくにくにくにくにくくくくくくくくにくくくくくくに
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２９

第2章

県
政
運
営
の
理
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姿
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第3章

政
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方
向

第２節　安心と活力に満ちた地域社会づくり

2
将来の宮城を担う
子どもの教育環境
づくり

取組15 着実な学力向上と希望する進路の実現

取組16 豊かな心と健やかな体の育成

取組17 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づ
くり

5
だれもが安全に，
尊重し合いながら
暮らせる環境づくり

取組24 コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実

取組25 安全で安心なまちづくり

取組26 外国人も活躍できる地域づくり

3
生涯現役で安心し
て暮らせる社会の
構築

取組18 多様な就業機会や就業環境の創出

取組19 安心できる地域医療の充実

4
コンパクトで機能
的なまちづくりと
地域生活の充実

取組20 生涯を豊かに暮らすための健康づくり

取組21 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり

取組22 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現

取組23 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興

1 子どもを生み育て
やすい環境づくり

取組13 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる
環境づくり

取組14 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成
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宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン

３２

２ 将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり

【目指す宮城の姿】
○　児童生徒が自主的な学習習慣を身につけ，意欲的に学習に取り組んでいるとともに，授業が
分かる児童生徒の割合が増え，全国でも上位に位置する確かな学力が定着しています。

○　児童生徒が目的意識を持って日々の学校生活や家庭生活を送り，進学や就職のために必要な
能力や勤労観・職業観を身につけています。
○　高校生の大学等への現役進学達成率や就職決定率が全国平均を上回っています。
○　社会を生き抜くための力をはぐくむとともに，郷土を愛する心や社会に貢献する力を育成す
ることにより，宮城の将来を担い，我が国や郷土の発展を支える人材が輩出され，多方面で活
躍しています。

【その実現のために県として行う取組の方向】
◇　児童生徒の発達段階に応じた「志教育」の推進
◇　幼児教育の充実に向けた「学ぶ土台づくり」の推進
◇　家庭学習に関する啓発や家庭における学習環境等の整備など，児童生徒の学習習慣定着に向
けた取組の推進

◇　学校と家庭の連携による確かな学力の定着に向けた実効性のある取組の推進
◇　児童生徒の授業理解に向けた教員の教科指導力向上や学習指導体制の工夫
◇　主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点による授業改善の推進
◇　幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続や，学びの連続性を踏まえた小学校・中学校・高校
の連携強化
◇　学力・学習状況調査などによる児童生徒の学力定着状況の把握・分析・公開
◇　生徒の進路選択能力の育成に向けた指導体制の充実と教員の進路指導に関する能力・技能の
向上

◇　高校生一人ひとりが勤労観・職業観をはぐくみ，希望する進路が着実に実現できる進路指導
の充実
◇　産業界などとの連携による児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の充実
◇　地域の進学指導等の拠点となる高校での取組の充実とその成果の普及
◇　県内の高校と大学間での高大連携の推進とその成果の普及
◇　国際的に活躍できるグローバル・リーダー，社会の変化や産業の動向等に対応した専門的職
業人などの育成

◇　英語力の向上に向けた教育や国際的視野を広める体験活動等の充実
◇　帰国・外国籍児童生徒等に対する学習面や学校生活面におけるきめ細かな支援
◇　情報モラル教育を含む情報教育の充実や教科指導におけるＩＣＴ活用などによるＩＣＴ教育
の推進
◇　社会形成・社会参加に関する教育（シチズンシップ教育）や環境教育の推進
◇　自国や郷土の歴史への関心を高め，理解を深める教育の推進

取　組　１５
着実な学力向上と希望する進路の実現

※アクティブ・ラーニング＝教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。発見学習，問題解決学
習，体験学習，調査学習等が含まれるが，教室内でのグループ・ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。
※情報モラル＝情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方や態度のこと。情報社会を生きぬき，健全に発展させていく上で，全ての国民が身につけておくべき考
え方や態度を指す。

※シチズンシップ教育＝市民としての資質・能力を育成するための教育。他人を尊重すること，個人の権利と責任，人種・文化の多様性の価値など，社会の中で円滑な人
間関係を維持するために必要な能力を身に付けさせる。
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宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン

３４

【目指す宮城の姿】
○　児童生徒や保護者・地域のニーズ，社会情勢に対応した多様な児童生徒の学習意欲に応える
学校教育が着実に展開されています。

○　それぞれの学校が保護者や地域住民などの理解や協力を得ながら，その地域の特色に応じた
教育を主体的に行っています。
○　障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行う特別
支援教育が展開されており，子どもが意欲的に楽しく学んでいます。

○　多様な個性を尊重し，互いに認め合う態度がはぐくまれ，子どもたち一人ひとりの力を最大
限に伸ばす教育が展開されています。
○　意欲と能力にあふれる教員が多様な教育課題に的確に対応して質の高い教育を提供してお
り，魅力あふれる学校づくりを積極的に進めています。

○　安全で快適な学習環境が整備され，児童生徒が安心して学校生活を送っています。

【その実現のために県として行う取組の方向】
◇　少人数学級や少人数指導など，児童生徒の実情に応じたきめ細かな教育活動の充実
◇　県立高校の再編整備や入学者選抜制度改善などの推進による，時代のニーズや教育環境の変
化，生徒の多様化・個性化などに応じた魅力ある学校づくりの推進

◇　学校の自主性・主体性を生かした学校運営の支援や学校評価の充実，地域の人材の積極的な
活用やコミュニティ・スクールの促進などによる地域に開かれた魅力ある学校づくりの推進
◇　障害の有無にかかわらず地域の小・中学校で共に学ぶことのできる学習システムづくりなど
の特別支援教育の充実

◇　一人ひとりの特性に応じた適切な配慮や支援など，多様な個性が生かされる教育の推進
◇　優秀な教員の確保と，教員の資質能力の総合的な向上・学校活性化を図るための適切な人事
評価や教員研修等の充実
◇　学校の耐震化など，安全で快適な教育施設の整備の推進

取　組　１７
児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり

※コミュニティ・スクール＝学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い，学校運営に意見を反映させることで，協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え，「地域とと
もにある学校づくり」を進める仕組み。
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第２期宮城県教育振興基本計画 

～志を育み，復興から未来の創造へ～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年３月 

宮城県・宮城県教育委員会 
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第１章 計画の策定に当たって 

第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 策定の趣旨 

宮城県では，教育施策を総合的かつ計画的に進めるため，教育基本法（平成  

１８年法律第１２０号）に基づき，平成２２年３月に「宮城県教育振興基本計画」

（計画期間：平成２２年度から平成３１年度まで）（以下「第１期計画」という。）

を策定し，本県教育の振興を図ってきました。 
しかしながら，この間，人口減少とそれに伴う少子高齢化が急速に進行すると

ともに，平成２３年３月に発生した東日本大震災等により，本県の子供や社会を

取り巻く環境が大きく変化しており，復興後を見据えた次代を担う人づくりが重

要となる中で，教育の果たす役割がますます大きくなっています。 
あわせて，平成２７年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）が改正され，教育行政における責任体制の明確化や総合

教育会議の設置など，教育委員会制度の抜本的な改革が行われたところであり，

新しい教育委員会制度のもと，改めて本県における教育施策の方向性等を示す必

要があります。 
このようなことから，第１期計画の後継計画として，本県教育の振興に関する

施策の総合的かつ体系的な推進を図るため，このたび，「第２期宮城県教育振興

基本計画」（以下「本計画」という。）を策定することとしたものです。 
 
 

２ 計画の位置付け 

本計画は，平成２２年３月に策定した第１期計画の後継計画として，本県教育

の目指すべき姿を明らかにするとともに，取り組むべき施策の方向性等を示す計

画として策定するものです。 
なお，本計画は，教育基本法第１７条第２項の規定に基づき地方公共団体が策

定する計画として位置付けられるものです。 
 
 

３ 計画の期間 

本計画は，平成２９年度を初年度とし，平成３８年度を目標年度とする１０年

間の計画とします。 
なお，本計画に掲げた目標を着実に推進していくため，具体的な施策及び事業

を示すアクションプランを別途策定します。 
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第３章 本県教育の目指す姿 

第３章 本県教育の目指す姿 

 
１ 目指す姿 

本計画を着実に進めることにより，計画期間である１０年間を経過した段階で

次のような姿が実現していることを目指すものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 計画の目標 

「目指す姿」の実現に向けて，次の５つを本計画の目標として取り組んでいき

ます。 
 

 

 

 

 

人間が社会の一員として生きていくためには，生命を大切にする心や思いやり

の心，規範意識などの道徳性を持ち，互いを尊重し，共に支え合い，助け合って

いくことが必要です。また，様々な人との関わりを通して自己理解や他者理解が

深まることで，自らの生き方の主体的な探求につながり，その結果として，より

良い未来を創造する高い志を持つことができるようになります。 

このことから，他者や社会との関わりを再認識させた震災の経験を，自分を見

つめ直す機会と捉え，自己の成長につなげていく意味においても，本県独自の取

組である「志教育」を一層推進し，教育活動全体を通じて，豊かな人間性や社会

性，そしてその土台となる健やかな体を育み，心身ともに健やかな人づくりを進

めます。 

 

 

 

 

 

グローバル化や情報化の進展など多様で変化の激しい社会を生き抜いていく

ためには，基礎的・基本的な知識・技能の定着とともに，学んだことを活用して

自ら考える主体的・能動的な力が求められています。 

このことから，幼児期から学ぶ意欲の源となる夢や志を育み，その実現に向け

て強い意志を持って自律的に行動し，社会を生き抜く人づくりを進めます。 

学校・家庭・地域の強い絆のもとで，多様な個性が輝き，ふるさと宮城の復

興を支え，より良い未来を創造する高い志を持った，心身ともに健やかな子供

が育っています。 

そして，人々が生きがいを持って，生涯にわたり，多様に学び，交流する中

で，豊かな文化と活力のある地域社会が形成されています。 

＜目標１＞ 自他の命を大切にし，高い志と思いやりの心を持つ，心身ともに

健やかな人間を育む。 

＜目標２＞ 夢や志の実現に向けて自ら学び，自ら考え行動し，社会を生き抜

く人間を育む。 
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第３章 本県教育の目指す姿 

 

 

 

 

東日本大震災からの創造的な復興を実現し，持続可能な地域社会をつくってい

くために何より必要なのは，未来を担う人材の育成です。そして，県民一人一人

がふるさと宮城に誇りを持ち，本県の再生，発展に向けて主体的に取り組んでい

くことが必要です。 

このことから，子供たちに郷土を愛する心や社会に貢献する力を育み，宮城の

将来を担い，我が国や郷土の発展を支える人づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

次代を担う子供たちを育てていくためには，学校のみならず家庭や地域が，教

育の観点でそれぞれの役割を果たしながら緊密に連携・協働し，社会総がかりで

の教育の実現を図ることが必要です。 

このことから，学校を中心として子供たちが安心して楽しく学べる教育環境づ

くりを進めるとともに，学校・家庭・地域それぞれの教育力の充実と連携・協働

の仕組みづくりを行い，社会全体で子供を守り育てる環境をつくっていきます。 

 

 

 

 

 

県民一人一人が自己の人格を磨き，豊かで充実した人生を送るためには，学校

や社会で行われる学習をはじめ，文化芸術，スポーツなど様々な活動を通して，

生涯にわたって主体的に学習に取り組むことが必要です。また，生涯学習に取り

組む中で，仲間と互いに高め合い，学ぶ楽しさや喜びを広げ，そして学びの成果

を社会に還元していくことが，より良い地域づくりや社会づくりにつながってい

きます。 

このことから，県民誰もが，生涯にわたり主体的に学び続けることで充実した

人生を送るとともに，互いに高め合い，その成果が幅広く生かされていく地域社

会の形成を目指していきます。 

 

＜目標３＞ ふるさと宮城に誇りを持ち，東日本大震災からの復興，そして我

が国や郷土の発展を支える人間を育む。 

＜目標４＞ 学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，社

会全体で子供を守り育てる環境をつくる。 

＜目標５＞ 生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実した人生を送ることが

できる地域社会をつくる。 
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第４章 施策の展開 １ 施策の全体体系 

第４章 施策の展開 

 
１ 施策の全体体系 

本計画では，計画の理念として掲げた「目指す姿」と５つの「計画の目標」の

もと，それらの実現に向けて取り組んでいきます。 
そのために実施する主な施策を１０の「基本方向」に分け，全部で３５の取組

を実施します。また，そのうち１６の取組については，重点的取組として特に力

を入れて推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜目指す姿＞ 

学校・家庭・地域の強い絆のもとで，多様な個性が輝き，ふるさと宮城の復興を支え，より

良い未来を創造する高い志を持った，心身ともに健やかな子供が育っています。 

そして，人々が生きがいを持って，生涯にわたり，多様に学び，交流する中で，豊かな文化

と活力のある地域社会が形成されています。 

＜基本方向１＞ 

豊かな人間性と社

会性の育成 

＜基本方向６＞ 

郷土を愛する心と

社会に貢献する力の

育成 

＜基本方向８＞ 

安心して楽しく学

べる教育環境づくり 

＜基本方向 10＞ 

生涯にわたる学

習・文化芸術・スポ

ーツ活動の推進 

＜基本方向３＞ 

確かな学力の育成 

＜基本方向５＞ 

多様なニーズに対

応したきめ細かな教

育の推進 

＜目標１＞ 

自他の命を大切

にし，高い志と思い

やりの心を持つ，心

身ともに健やかな

人間を育む。 

＜目標２＞ 

夢や志の実現に

向けて自ら学び，自

ら考え行動し，社会

を生き抜く人間を

育む。 

＜目標３＞ 

ふるさと宮城に

誇りを持ち，東日本

大震災からの復興，

そして我が国や郷

土の発展を支える

人間を育む。 

＜目標４＞ 

学校・家庭・地域

の教育力の充実と

連携・協働の強化を

図り，社会全体で子

供を守り育てる環

境をつくる。 

＜目標５＞ 

生涯にわたり学

び，互いに高め合

い，充実した人生を

送ることができる

地域社会をつくる。 

＜基本方向２＞ 

健やかな体の育成 ＜基本方向７＞ 

命を守る力と共に

支え合う心の育成 

＜基本方向４＞ 

幼児教育の充実 ＜基本方向９＞ 

家庭・地域・学校

が連携・協働して子

供を育てる環境づく

り 

＜目標１＞ ＜目標２＞ ＜目標３＞ ＜目標４＞ ＜目標５＞ 

基本方向１ 

基本方向２ 

基本方向３ 

基本方向４ 

基本方向５ 

基本方向６ 

基本方向７ 

基本方向８ 

基本方向９ 

基本方向１０ 
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第４章 施策の展開 １ 施策の全体体系 

（施策の全体体系イメージ図） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心身ともに健やかな人づくり 

【心と体】 

社会を生き抜く人づくり 

【学ぶ力】 

宮城の将来を担う人づくり 

【復興・郷土愛】 

 
基本方向１：豊かな人間性と社会性の育成 

基本方向２：健やかな体の育成 

誰もが，いつでも，どこでも，いつまでも【生涯学習・生涯スポーツ】 

基本方向 10：生涯にわたる学習・文化芸術・スポーツ活動の推進 

県民総ぐるみで支える宮城の教育【学校・家庭・地域の連携・協働】 

基本方向８：安心して楽しく学べる教育環境づくり 

基本方向９：家庭・地域・学校が連携・協働して子供を育てる環境づくり 

〔子供に関わる取組〕 

〔子供に関わる取組を支える基盤〕 

＜目標１＞ 

自他の命を大切にし，高い志と思いやりの

心を持つ，心身ともに健やかな人間を育む。 

 

＜目標２＞ 

夢や志の実現に向けて自ら学び，自ら考え

行動し，社会を生き抜く人間を育む。 

基本方向３：確かな学力の育成 

基本方向４：幼児教育の充実 

基本方向５：多様なニーズに対応した 

きめ細かな教育の推進 

＜目標４＞ 学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，社会全体で子供を守り育てる

環境をつくる。 

＜目標５＞ 生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実した人生を送ることができる地域社会をつくる。 

 

＜目標３＞ 

ふるさと宮城に誇りを持ち，東日本大震災

からの復興，そして我が国や郷土の発展を支

える人間を育む。 

基本方向６：郷土を愛する心と 

社会に貢献する力の育成 

基本方向７：命を守る力と共に支え合う心の育成 
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第４章 施策の展開 １ 施策の全体体系 

（発達段階における取組イメージ） 

 

就学前 義務教育

子供に関わる取組

＜目標１＞自他の命を大切にし，高い志と思いやりの心を持つ，心身ともに健やかな人間を育む。

＜目標２＞夢や志の実現に向けて自ら学び，自ら考え行動し，社会を生き抜く人間を育む。

＜目標３＞ふるさと宮城に誇りを持ち，東日本大震災からの復興，そして我が国や郷土の発展を支える人間を育む。

子供に関わる取組を支える基盤

＜目標４＞学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，社会全体で子供を守り育てる環境をつくる 。

＜目標５＞生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実した人生を送ることができる地域社会をつくる。

※　基本方向ごとに，主に注力して取り組む発達段階を図示したものです。

生　 涯　 学　 習　 等
学　　校　　教　　育

特別支援教育

誰もが，いつでも，どこでも，

いつまでも

【生涯学習・生涯スポーツ】

心身ともに健やかな人づくり

【心と体】

社会を生き抜く人づくり

【学ぶ力】

宮城の将来を担う人づくり

【復興・郷土愛】

県民総ぐるみで支える宮城の教

育

【学校・家庭・地域の連携・協

働】

基本方向１（１）生きる力を育む「志教育」の推
高い志と豊かな心を持った人づくり，発達段階に応じた確かな

基本方向１（２）思いやりがあり感性豊かな子供
道徳教育，コミュニケーション能力の育成，自然体験，ボランティア活動，社会性･協調性･自立性等の人間関係形成能力の育成，文化芸術活動，読書環境の整備

基本方向１（３）いじめ・不登校等への対応，心のケアの充実
｢行きたくなる学校｣づくり，教育相談体制の充実，未然防止，早期発見･早期対応，心のケアの長期的・継続的な取組

基本方向２（３）心身の健康を育む学校保健の

基本方向３（１）基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力の伸長
主体的に学ぶ意欲と学んだことを活用する力の育成，基本的生活習慣の確立，｢分かる授業｣づくり，優れた才能や個性を伸ばす教育，小･中･高等学校の連携強化，学力･学習状況調査の一層の活用

基本方向３（２）国際理解を育む教育の推進

基本方向３（３）ＩＣＴ（情報通信技術）教育の推
情報モラル教育を含む情報教育の充実，教科

基本方向３（４）社会形成・社会参加に関する教
民主主義を支える一員であることを理解･実

基本方向３（５）環境教育の推進 自然を生かした体験活動，生命を尊重し自然を愛する心の育成

基本方向４（１）幼児期における「学ぶ土台づくり」の推進 「学ぶ土台づくり」の推進，家庭教育支援 等
基本方向４（３）幼児教育の推進に向けた体制づくり 幼児教育から高校教育までを教育の視点から一貫して支える体制づくりの推進 等

基本方向５（１）一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 自立と社会参加に向けた切れ目のない支援体制づくり，個々の能
基本方向５（２）多様な個性が生かされる教育の推進 子供の力を最大限に伸ばす教育の推進，一人一人の特性に応じた適切な配慮･支援

基本方向７（１）系統的な防災教育の推進
発達段階に応じた系統的な防災教育の推進，県全体での防災教育の実践と成果の共有，学校と地域が連携した防災教育の推進，震災の 教訓を後世に伝える人材の育成，震災の教訓を次世代に継承する取組の推進

基本方向７（２）地域と連携した防災・安全体制の確立
防災主任･安全担当主幹教諭を中心とした学校防災マニュアルの見直しや地域合同防災訓練の実施等，学校を含めた地域の防災力の向

基本方向９（１）家庭の教育力を支える環境づくり 親としての｢学び｣と｢育ち｣の支援，家庭教育支援体制の充実，家庭教育支援団体との

基本方向９（２）地域と学校の新たな連携・協働体制の推進
｢地域学校協働活動｣の推進，｢地域学校協働本部｣の組織化の推進，コミュニティ･スクールの推進，みやぎ教育応援団などの活用，家庭

基本方向９（３）子供たちが安全で安心できる環境づくり 地域ぐるみの学校安全体制の整備，情報機器の利便性と危険性についての理解

基本方向１０（１）誰もがいつでも学ぶことができる環境の充実 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり，｢学びと実践の循環｣
基本方向１０（２）多様な学びによる地域づくり 多様な学習成果の実践や活動への参画を通した地域コミュニティの活性化，生涯学習を
基本方向１０（３）文化芸術活動の推進 個性･感性･創造性を育む環境づくり，文化芸術活動を担う人材･団体の育成，文化芸術に触れる

基本方向１０（４）スポーツの価値を活用した生涯スポーツ社会の構築
県民主体の地域のスポーツ環境の整備，｢する，みる，支える｣活動による生涯にわたるスポーツへの取組の推進，県有スポーツ施設の整備やスポーツに関する情報提供などの条件整備，アダプテッド･スポーツの普及･強化

基本方向１０（５）競技力向上に向けたスポーツ活動の推進 プロスポーツや企業スポーツの更なる定着促進，競技スポーツの選手育成強

基本方向８（１）教員の資質能力の総合的な向
教員採用選考の改善, 人事異動の在り方の工

基本方向８（２）教職員を支える環境づくりの推
学校業務の精選･見直し, 専門スタッフ等に

基本方向８（３）学びのセーフティネットの構築に向けた学習環境の整備充実
総合的な子どもの貧困対策の推進, 多様なニ

基本方向８（４）開かれた魅力ある学校づくりの推進
学校評価の充実, 地域人材の積極的な活用, 

基本方向６（１）伝統・文化の尊重と郷土を愛する心の育成 自国や郷土の歴史への関心と理解を深める教育，文化を継承する人材の育成
基本方向６（３）宮城の将来を担う人づくり 将来の職業人･社会人として自立する上で必要な能力や態度の育成，地域を支える人材･国際

基本方向８（５）学校施設・設備の整備充実 震災で被害を受けた学校施設の復旧･再建，非構造部材の耐震化の促進 等
基本方向８（６）私学教育の振興 各種助成措置などの支援，公立学校との教員の人事交流や研修･研究などの積極的な取組 等

基本方向２（１）健康な体づくりと体力・運動能力の向上 楽しく運動ができる取組，運動習慣の確立，学校体育の充実，運動部活動の体
基本方向２（２）食育の推進 健全な食生活と心身の健康増進，食材の理解と食文化の継承，地域の生産者との交流，栄養教諭･学校栄養

基本方向４（２）幼児教育の充実のための環境づくり 幼･保･小の連携強化，小学校への円滑な接続，幼稚園教員･保育士等の資質向上 等
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第４章 施策の展開 １ 施策の全体体系 

 

 

義務教育 高等学校

＜目標４＞学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，社会全体で子供を守り育てる環境をつくる 。

生　 涯　 学　 習　 等
学　　校　　教　　育

特別支援教育

進
高い志と豊かな心を持った人づくり，発達段階に応じた確かな｢心｣の成長，ＮＰＯ等民間団体と学校との連携強化，みやぎの先人集｢未来への架け橋｣の活用 等

の育成
道徳教育，コミュニケーション能力の育成，自然体験，ボランティア活動，社会性･協調性･自立性等の人間関係形成能力の育成，文化芸術活動，読書環境の整備 等

基本方向１（３）いじめ・不登校等への対応，心のケアの充実
づくり，教育相談体制の充実，未然防止，早期発見･早期対応，心のケアの長期的・継続的な取組 等

充実 学校保健計画の策定，学校保健･保健教育の充実 等

づくり，優れた才能や個性を伸ばす教育，小･中･高等学校の連携強化，学力･学習状況調査の一層の活用 等

小学校段階からの外国語活動の推進，英語力の向上に向けた教育の充実，国際的視野を深める体験活動等の充実 等

進
指導におけるICT活用｢MIYAGI Style｣の推進，快適にICTを活用できる基盤の構築 等

育（シチズンシップ教育）の推進
践するために必要な知識･スキル･価値観の育成 等

自然を生かした体験活動，生命を尊重し自然を愛する心の育成 等

力を最大限に伸ばす学校づくり，共生社会の実現に向けた地域づくり 等
，多様な個性を尊重し互いに認め合う態度の育成 等

教訓を後世に伝える人材の育成，震災の教訓を次世代に継承する取組の推進 等

上と地域社会の安全･安心の一層の充実，学校施設の防災機能整備の推進，学校安全活動の活性化と充実 等

連携促進，社会全体で子供の成長を支えていくための気運醸成，基本的生活習慣の確立 等

･地域･学校のより良い関係づくり，交流の場（プラットフォーム）の設置の推進 等
促進，放課後児童クラブや放課後子供教室の計画的な整備，安心で安全なまちづくりの推進 等

の形成，｢生涯学習プラットフォーム｣の構築，社会教育施設を拠点とした地域住民の自発的な学習や交流等の場の提供 等
支える地域リーダーの育成，文化・芸術団体とスポーツ団体が共同して活動できる環境づくり 等
機会づくり 等

活動による生涯にわたるスポーツへの取組の推進，県有スポーツ施設の整備やスポーツに関する情報提供などの条件整備，アダプテッド･スポーツの普及･強化 等
化や支援体制の整備，トップアスリート･指導者に対する評価，キャリアを生かしたセカンドライフ支援 等

基本方向６（２）文化財の保護と活用
保存修理や土地の公有化，後継者育成や技

術研さんの支援，地域活性化のための効果的
な活用 等

上
夫･改善, 学び続けるための体系的な教員研修の改善･充実, 若手職員への知識･技能の伝承, 新たな人事評価制度の確立 等

進
よる支援, 学校事務の共同化, 教務補助職員の配置, 学校運営支援統合システムの利用促進, 健康管理対策の充実 等

基本方向８（３）学びのセーフティネットの構築に向けた学習環境の整備充実
ーズに応じた学習機会の確保, 奨学金制度等による支援の継続, ＮＰＯ等民間団体との連携強化 等

基本方向８（４）開かれた魅力ある学校づくりの推進
｢社会に開かれた教育課程｣の実践，県立高校将来構想の策定，定時制･通信制高校教育の充実, 入学者選抜制度の検証･改善 等

，郷土を愛する心の育成，発信力･コミュニケーション能力･社会貢献の意識を持つグローバル人材の育成 等
社会で活躍する人材の育成と支援，職業や進路に関する啓発的な取組の推進，専門的職業人の育成 等

制整備 等
職員の資質向上，｢食の大切さ｣に関する情報発信 等
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

 

 

基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）教員の資質能力の総合的な向上  重点的取組１０  
 

・ 大学との連携による教員養成段階の充実とともに，教員としての適性を見極

め，実践力や教育への情熱，たくましく豊かな人間性を持った優れた教員を確

保するための教員採用選考の改善や，能力を発揮できる環境づくりに向けた人

事異動の在り方の工夫・改善に取り組みます。 
 

・ 教員に求められる資質能力を高めていくため，若手教員から学校管理職ま 

で，教職経験に応じて，学び続けるための体系的な教員研修の改善と充実を図

り，教職に対する使命感や誇り，やりがいを持ち，本県教育を支える教員を育

てていきます。 

＜方向性＞ 

・ 多様化，複雑化する教育課題に対応し，教育水準の向上を図るため，高度

な教育的実践力はもとより，その基盤となる教育への情熱，子供たちに対す

る教育的愛情や深い理解，そして社会の変化に適応するための知識及び技能

など，教員の資質能力の総合的な向上を図ります。 

・ 学校の抱える課題が多様化，複雑化し，学校に求められる役割が拡大する

中で，外部人材の有効な活用などにより，教員が子供と向き合える時間を十

分確保するとともに，教職員一人一人が力を発揮できる環境づくりを進めま

す。 

・ 子供の貧困問題への対応や教育を受ける権利などを踏まえ，多様なニーズ

に応じた学習機会を確保し，「学びのセーフティネット」の構築を図るととも

に，被災児童生徒等の就学支援などを行います。 

・ 家庭や地域の信頼に応え，連携を深めながら子供たちの成長を支えていく

ため，地域に開かれた魅力ある学校づくりを進めるとともに，社会の変化に

対応し，県立高校の改革を推進します。 

・ 児童生徒が安全で質の高い教育環境の中で安心して楽しく学ぶことができ

るよう，安全・安心な学校教育を確保するため，被災した学校施設の復旧・

再建を進めるとともに，計画的に学校施設・設備の耐震化や整備等を推進し

ます。 

・ 建学の精神に基づき特色ある教育を展開する私立学校が果たしている役割

の重要性を踏まえ，私学への支援を行います。 

目標４：学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，社会全体で子供を守り

育てる環境をつくる。 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

・ ＯＪＴ※29 の強化を図り，教員同士がともに支え合いながら日常的に学び合

える校内研修の充実に取り組むとともに，校内指導体制を整備し，若手教員へ

の知識・技能の伝承を図ります。 
 

・ 新たな人事評価制度を確立し，教職員一人一人の資質能力の向上と学校の教

育活動の活性化を図るとともに，教育実践等に顕著な成果を挙げた教職員を表

彰し，意欲の向上を図ります。 
 

＜宮城の教員に求められる資質・能力＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の教育力を構成する実践力 

授業力 
子供理解 生徒指導力 

学校を支える力 

実践力の基盤となる意欲・人間性等 

自己研鑽力 

教育への情熱 
たくましく豊かな人間性 

○ 広い教養を備え，子供や他の職員から好 

かれる「魅力的な人柄」であること 

○ 心身の健康を保つ自己管理ができること 

○ 社会人・公務員としての「規範意識」や組 

織の一員として求められる「責任感」を備え 

ていること 

○ 自信の源となる専門分野・得意分野を持っ 

ていること 

○ 子供に対する愛情を持ち，子供の成長に 

喜びを感じられること 

○ 教員としての「使命感」を持ち，子供に範 

を示す意識を持っていること 

○ 「積極性」や「粘り強さ」を備え，子供の 

ために惜しみない支援をしていけること 

○ 授業力・生徒指導力等について「常に学び続ける」という 

謙虚な気持ちを持ち続け，自己研鑽を継続できること 

○ 自分の目標や憧れる理想像をしっかりと持ち，それに向 

かって努力し続けることができること 

○ 他人の意見を謙虚に受け止め，自分を客観的に評価するこ 

とができ，それらを自らの向上につなげられること 

○ 校長，教頭や他の教職員と協力しながら，学びの場としての学校を組織的に支えられること 

○ 学校の教育目標を共有し，その実現に向けて自分の役割を果たせること 

○ 協調性を持ち，教職員や保護者等と適切なコミュニケーションがとれること 

○ 校務を効率的にこなすとともに，常に改善を図っていけること 

○ 「分かる授業」ができ，子供 

が「できるようになる」指導が 

できること 

○ 子供たちに学ぶ楽しさを感 

じさせることができ，学ぶ力や 

学ぼうとする力をも身に付けさせ 

られること 

○ 習熟度や生活面等に関する子 

どもの実態を的確に把握でき，それ 

に応じた適切な指導ができること 

○ 子供と共感的コミュニケーシ 

ョンがとれ，信頼関係を構築でき 

ること 

○ 社会性を育むための適切な 

生活指導・生徒指導ができること 

○ 適切な学級経営ができ，快適な 

学びの環境を確立できること 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

（２）教職員を支える環境づくりの推進 

 
・ 教科指導や生徒指導など教員としての本来の職務に専念できるよう，学校 

業務の精選と見直しを行うとともに，専門スタッフや学び支援員による支援及

び運動部活動における外部指導者の活用などを行い，教員が子供と向き合える

時間を確保します。 
 

・ 学校事務の共同化や教務補助職員の配置，学校運営支援統合システムの利用

促進などにより，校務の効率化・情報化を図り，教職員が仕事のしやすい環境

づくりを進めます。 
 

・ 在校時間調査に基づいた長時間勤務の縮減に向けた取組，メンタルヘルス等

に関する各種セミナーの開催や健康診断事業等による心身のケアを計画的に

行い，教職員が健康で職務に専念できるよう，健康管理対策の充実を図ります。 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

（３）学びのセーフティネットの構築に向けた学習環境の整備充実  重点的取組１１  

 
・ 経済的理由による教育格差を改善するため，学校を貧困の連鎖を断ち切るた

めのプラットフォームとして位置付け，学校を窓口として福祉関連機関等との

連携を図るなど，保健福祉部門と教育部門との緊密な連携のもとで，総合的な

子供の貧困対策を推進します。 
 

・ 学び支援コーディネーターの配置など地域による学習支援や，高校中退者等

に対する学び直しの機会を提供することなどにより，多様なニーズに応じた学

習機会を確保します。 
 

・ 経済的理由により修学が困難な高校生に対し，奨学金制度等による支援を継

続して行います。 
 

・ 被災した児童生徒等が安心して就学できる環境を整備するため，奨学金の給

付などの就学支援を行うほか，通学困難な児童生徒に対する交通手段の確保を

図ります。 
 

・ 子供の居場所づくりや学習支援の充実に向けて，市町村教育委員会やＮＰＯ

等民間団体との連携強化を図ります。 
 
＜学びのセーフティネットの構築＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 校 

福祉関連機関 

・医療機関，児童相談所 等 

問題行動等の未然防止，早期発見・早期対応 

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ，ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの配置 等 

・就学援助 

・奨学金 等 

経済的支援 

・学び支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 

・放課後子供教室 等 

学習支援 

貧困の連鎖を断ち切るための 

プラットフォーム 

ＮＰＯ等民間団体 

家 庭 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

（４）開かれた魅力ある学校づくりの推進  重点的取組１２  

 
・ 学校運営の組織的・継続的な改善を図るため，学校評価の充実に取り組むと

ともに，学校の教育目標や方針，教育計画の内容及び実施状況などを家庭や地

域に積極的に発信し，適切に説明責任を果たしていきます。また，地域の人材

の積極的な活用や，コミュニティ・スクール※30 の推進などにより，地域に開

かれた魅力ある学校づくりを進めます。 
 

・ 地域の人材や社会資源の活用，社会教育施設との連携など，地域社会と結び

付いた教育を展開し，「社会に開かれた教育課程※31」を実践していきます。 
 

・ 各地域における高校の役割や期待など，地域の意見を聞きながら地域のニー

ズを踏まえた県立高校将来構想を策定し，学校の再編・統合や学科の改編など

を含め，生徒数の減少や社会状況の変化に対応した魅力ある学校づくりを進め

ます。 
 

・ 多様な学びのニーズに応える定時制・通信制高校教育の充実を図ります。 
 

・ 県立高校において，より公正かつ教育効果の高い入学者選抜制度の検証，改

善を進めます。 
 

＜開かれた魅力ある学校づくり＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域社会 

学 校 

・学校運営への協力 ・地域の資源，教育力の提供 

（地域人材の活用） 

・地域の人々の交流の場 

・地域コミュニティの拠点 

家 庭 地域住民，企業 等 

学校評価（自己評価・外部評価） 

学校運営協議会 ※ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ 

参画 参画 

連携・協働 

説明責任 

情報発信 
理解・支援 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

（５）学校施設・設備の整備充実 

 
・ 安全・安心な学校教育を確保するため，震災で被害を受けた学校施設の復旧・

再建を進めます。 
 

・ 災害時の避難所等の役割を果たす学校施設について，天井・外壁等の非構造

部材の耐震化を促進します。 
 

・ 安全性に加えてユニバーサルデザイン※32 など教育にとって快適な空間づく

りの視点も踏まえながら，経年により老朽化した既存の校舎，屋内運動場の改

築や大規模改造など計画的な整備を推進します。 
 

・ 各学校の特色ある教育活動の充実に配慮するとともに，将来の県立学校の姿

を考慮し，学校の再編・統合等を踏まえ，効率的かつ効果的な施設・設備の整

備を推進します。 
 

 

（６）私学教育の振興 

 
・ 建学の精神に基づき特色ある教育を展開する私立学校に対し，運営費をはじ

めとした各種助成措置などにより支援を行います。 
 

・ 公立学校との教員の人事交流や，公立私立の枠を越えた研修や研究などに積

極的に取り組みます。 
 
 
＜基本方向８＞ 

目 標 指 標 現況値 目標値 担当課室 

「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児

童生徒の割合（％） 
小学６年生 
中学３年生 

 

 
 

87.0％ 
80.3％ 

（H28 年度） 

 
 

91.0％ 
84.0％ 

（H32 年度） 

義務教育課 

保護者及び地域住民等に対して学校公開を

実施している学校（小・中）の割合（％） 
小学校 
中学校 

 

 
 

76.0％ 
54.0％ 

（H28 年度） 

 
 

83.0％ 
60.0％ 

（H32 年度） 

義務教育課 

学校関係者評価を広く公表している県立高

等学校の割合（％） 
68.0％ 

（H26 年度） 
90.0％ 

（H32 年度） 
高校教育課 

学校外の教育資源を活用している公立高等

学校の割合（％） 
87.2％ 

（H27 年度） 
100％ 

（H32 年度） 
高校教育課 
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第４章 施策の展開 基本方向８ 安心して楽しく学べる教育環境づくり 

 
※29「ＯＪＴ」： 

仕事の現場で，業務に必要な知識や技術を習得させる研修のこと。オン・ザ・ジョブ・トレ

ーニング（on-the-job training）の略 
※30「コミュニティ・スクール」： 

「学校運営協議会」を設置している学校のこと。学校と保護者や地域が共に知恵を出し合い，

学校運営に意見を反映させることで，協働しながら子供たちの豊かな成長を支え，「地域と共に

ある学校づくり」を進める仕組み。 
※31「社会に開かれた教育課程」： 

社会の変化に開かれ，教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ，社会の変化を柔軟に受け止

めていく役割を持つ教育課程。 
※32「ユニバーサルデザイン」： 

高齢であることや障害の有無などにかかわらず，全ての人が快適に利用できるように製品や

建造物，生活空間などをデザインすること。 
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－地域とともに生きる高校づくり－ 

４ 教育環境の充実・学校経営の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

－安心して学べる魅力ある教育環境づくり－ 

５ 東日本大震災からの教育の復興に向けた取組 ・・・・・・・・・・・１４ 

 

 

第３章 社会情勢の変化に的確に対応した学科編成・学校配置 

 

１ 水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の再建・・・・・・・・・・・１６ 

２ 学科編成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

３ 学校配置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

４ 学校配置計画・学科編成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

５ その他（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 
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３ 学校配置計画・学科編成

主体的に生き抜く力の育成

未来を担う人づくり

人と関わる力の育成

第２章 高校教育改革の取組

第３章 社会情勢の変化に的確に対応した学科編成・学校配置

１ 水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の再建

東日本大震災により，校舎等が被災した水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の３校について，望ましい教育環境

の速やかな確保を図る観点から再建を進め，防災機能の充実や６次産業化等の新たなニーズに対応した教育施設も含

め，新しい学校づくりに取り組んでいきます。

２ 学科編成

■全日制課程

■定時制課程
・定時制課程における昼間部・夜間部の配置や学級数の検討

■通信制課程
・生徒個々の事情や特性に応じたきめ細かな教育支援

■職業教育拠点校の新たな設置
・６次産業化を軸とした学科間連携による発展的な専門教育の展開や地域産業振興に貢献できる人材の育成

普通科 専門学科 総合学科

・社会や職業に対する意識・態度の

育成

・生徒の多様な興味・関心等に応じ

た教育活動の展開

・産業構造の変化に対応した魅力

ある学科への改編

・地域のニーズを踏まえた職業教

育拠点校の設置 等

・教育環境の維持・充実に向けた

体制整備

（仮称）気仙沼高校の新設
（平成30年4月）

気仙沼高校 ５学級
（普通科５）

気仙沼西高校 ２学級
（普通科２）

（仮称）気仙沼高校 ６学級
（普通科６）

水産高校の調理系学科
体制への見直し

第１章 実施計画の策定に当たって

＜第３次実施計画施策体系図＞

１ 学力の向上

―学び続けるための基礎
力づくり―

（１）基礎基本となる
知識の定着

（２）知識を活用した
課題解決力の育成

（３）人間関係を構築
する力の育成

（４）学校外の教育
資源の活用

２ キャリア教育の充
実

―志（こころざし）教育の
推進―

（１）勤労観・職業観
の育成

（２）変化に対応でき
る基本姿勢の育成

３ 地域のニーズに応え
る高校づくりの推進

―地域とともに生きる高校
づくり―

（１）地域とつながる
高校づくりの推進

（２）開かれた高校づ
くりと安全対策の強
化

４ 教育環境の充実・学
校経営の改善

―安心して学べる魅力あ
る教育環境づくり―

（１）教員の資質能
力の向上

（２）学校改善の定
着

（３）効率的・効果的
な施設整備の推進

（４）多様な生徒の
受入れ態勢の整備

５ 東日本大震災から
の教育の復興に向けた
取組

（１）心のケアと防
災教育の充実

（２）宮城の復興を
担う産業人材の育
成

（３）復興活動への
参画促進

南部地区への職業教育拠点校の新設（平成34年4月）

柴田農林高校 ４学級
（農業学科４）

職業教育拠点校 ６学級
農業系学科 ２学級
商業系学科 ３学級
デザイン系学科 １学級

大河原商業高校 ５学級
（商業学科５）

水産高校 ４学級
（海洋総合科４）

＊「航海技術」「調理」など
から選択履修

調理類型の見直し
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第１章 実施計画の策定に当たって 
 

１ 第３次実施計画策定の趣旨 

本実施計画は，平成２３年度から平成３２年度までの１０か年を期間とする新県立高校将

来構想（以下「新将来構想」という。）を着実に推進するとともに，本県高校教育の東日本

大震災からの速やかな復興を実現するため，平成２９年度から平成３２年度までの４年間に

おける県立高校教育改革の具体的な取組を示すものです。 

なお，本実施計画は，平成２２年３月に策定した第１次実施計画及び平成２５年２月に策

定した第２次実施計画を踏まえ，東日本大震災以降に生じた課題や社会情勢の変化，さらに

は高校教育改革の取組に係る成果等の検証結果を考慮し策定しました。 

 

２ 第３次実施計画の構成 

実施計画では，新将来構想において，本県の高校教育における人づくりの方向性として示

した「主体的に生き抜く力の育成」と「人と関わる力の育成」に向けて取り組む具体的な内

容について，第２章「高校教育改革の取組」と第３章「社会情勢の変化に的確に対応した学

科編成・学校配置」の２つの章の構成によりまとめています。 

また，東日本大震災からの復興に向けた主な取組内容について，第２次実施計画に引き続

き，第２章においては「東日本大震災からの教育の復興に向けた取組」として，第３章にお

いては「水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の再建」として示しています。  

 

３ 実施計画の計画期間 

実施計画の計画期間についてはこれまで５年間としてきたところですが，第３次実施計画

については新将来構想の最終計画期間であることから４年間とし，社会情勢の変化や高校教

育改革の取組に係る成果・課題等の検証結果等を速やかに次期県立高校将来構想に反映でき

るよう努めていきます。 

 

第１次実施計画期間 平成２３年度～平成２７年度（公表時期 平成２１年度） 

第２次実施計画期間 平成２６年度～平成３０年度（公表時期 平成２４年度） 

第３次実施計画期間 平成２９年度～平成３２年度（公表時期 平成２８年度） 

 

なお，学科編成・学校配置の見直しについては，実施計画において実施概要を公表した上

で進めることを基本としますが，実施計画に記載のないものであっても，実施準備に速やか

に着手する必要がある場合は，実施概要を実施計画に準じた形で個別に公表した上で実施準

備に着手していきます。 

 

４ 実施計画に掲げる事業の位置づけ 

実施計画に掲げた事業名は，平成２８年度時点で実施又は予定しているものです。平成２９

年度以降に新たに具体化する事業等については，内容を精査し適宜実施していきます。  

 

５ 適正な進行管理の実施 

高校教育改革を着実に推進するため，実施計画に掲げた事業については，毎年度進捗状況

を把握しながら，適正な進行管理を行っていきます。 

 

49



- 2 - 

 

第２章 高校教育改革の取組 
 
１ 学力の向上 －学び続けるための基礎力づくり－ 

 

【構想の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基礎基本となる知識の定着 

社会で活躍する上で必要となる基礎的・基本的な知識・技能の習得や生徒の希望する進路

実現に必要な学力を養うため，習熟度別授業や少人数の授業展開など学習形態の工夫による

学習内容の定着率向上，日々の宿題など適切な課題提供による家庭学習習慣の定着等に取り

組みます。 

また，授業でＩＣＴ（情報通信技術）を活用して学力向上を図ることを目的の一つに位置

づけ，教育の情報化を推進します。 
 

項 目 内 容 

①学力状況調査の実施 

（高等学校学力向上推進事業） 

 

 

 

②教科指導力の向上 

（高等学校「志教育」推進事業・

高等学校学力向上推進事業・進

学拠点校等充実普及事業・ＩＣ

Ｔ利活用向上事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒の学力状況を把握し，学力向上施策につなげることがで

きるよう，全高校２年生を対象に，国語・英語・数学の学力

テストを実施するとともに，１年・２年生を対象に家庭学習

の実態調査を実施します。 

 

・全ての学校において，指導方法や教材の選定の改善等，授業

力の向上に向けた授業研究会を開催するなど，校内研修の充

実に努めていきます。 

 

・分かりやすい授業づくりに向けた指導・助言を行うために，

指導主事や大学教授等を高校に派遣し，教員の指導力向上や

授業の改善に取り組んでいきます。 

 

・ 教科の指導目標を達成するため，学習課題への興味や関心を

高めたり，学習内容を分かりやすく説明したりするために，

教科指導におけるICT活用を進める，「MIYAGI Style(みやぎ

スタイル)」※を推進します。 

 

・ 各高校での基礎的・基本的学力の定着及び発達段階に応じた

学力向上に資するよう，第１学年主任等の研修会を開催し，

校内の指導体制の充実を図ります。 

（４）学校外の教育資源の活用

（３）人間関係を構築する力の育成

（１）基礎基本となる知識の定着

（２）知識を活用した課題解決力の育成

学力の向上
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③基礎的・基本的な知

識・技能及び学習習慣

の定着 

（高等学校「志教育」推進事業・

高等学校学力向上推進事業） 

・ 県内各地域に進学拠点校を置き，生徒の学習意欲の形成や教

員の指導力の向上を図るとともに，大学等への進路の達成に

向けた取組を進めます。 

 

・ 全ての高校において，生徒や地域の実情を踏まえ，学力向上

について目標を適切に設定するとともに，授業理解度の向上

と，家庭学習時間確保に向けた取組を進めます。 

 

・ 義務教育段階の学習内容の定着が不十分な生徒に対して，復

習を中心とした学校設定科目の設置，習熟度別授業や補習授

業などを行うほか，学ぶことの楽しさや達成感を体得するた

め，実践的・体験的な学習の機会を確保していきます。 

 

・ 義務教育段階の学習の着実な定着のため，各学校の様々な取

組を共有できるよう取組事例集を作成し，授業等において活

用します。 

 

※「MIYAGI Style(みやぎスタイル)とは，Miyagi ICT Youth Approach Growing with Innovationの略。 

 児童生徒のためのICTによる授業改善を意味し，「教科指導における ICT活用」の提案のこと。 

 

 

（２）知識を活用した課題解決力の育成 

単なる知識の積み重ねにとどまらず，知識を活用して直面する課題を解決する力を養うた

め，習得した知識を現実の事象に適用したり，様々な知識を組み合わせて分析・考察する学

習活動を展開します。 
 

項 目 内 容 

生徒の思考力，判断力，

表現力等を育む授業の実

践 

（高等学校学力向上推進事業） 

・ 生徒の課題解決能力の向上を図るため，言語活動及び探究型

の学習活動を重視した「学習指導資料」を教科ごとに作成し，

授業を行います。 

 

・アクティブ・ラーニングの手法により，知識の活用力である

「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」

を身に付け，協働して問題を解決したり，新たなことを創造

したりする力を育成します。 

 

 

（３）人間関係を構築する力の育成 

コミュニケーション能力や良好な人間関係を構築する力，自省的な態度や自尊感情等を育

成するため，学校行事や部活動，生徒会活動やホームルーム活動等を通し，生徒の発達の段

階に応じた的確な指導を行います。 

また，大きな社会問題となっているいじめ問題等への取組の徹底を図り，生徒が生き生き

とした学校生活を送ることができるようにします。 
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項 目 内 容 

①人間関係を構築する基

礎力の育成 

（高等学校「志教育」推進事業・

「学ぶ土台づくり」普及啓発事

業） 

 

 

 

②ホームルーム活動や生

徒会活動における話合

いの充実 

 

 

③部活動の促進 

（運動部活動地域連携促進事業 

・みやぎの文化育成支援事業・全国

高等学校総合体育大会開催事業・

全国高等学校総合文化祭宮城大会

開催事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④みやぎアドベンチャー

プログラム（ＭＡＰ※）

の積極的な導入 

（みやぎアドベンチャープログ

ラム事業） 

 

⑤いじめ問題等への取組

強化 

（いじめ・不登校等対策強化事

業） 

・ 社会人として必要なマナー等について生徒が互いに話し合

い，考える機会を設けることで，規範意識を身に付け，社会

人としての基礎力を育みます。 

 

・ 高校生を対象とした，親育ちや子育て等についての講話や保

育体験等を通して，良好な人間関係の基礎となる親子の関わ

りの重要性等について意識啓発を行います。 

 

・ 集団の一員として諸問題を自主的・実践的に解決しようとす

る態度を育成するため，互いの意見を尊重しながら全体とし

ての意見をまとめていく活動をホームルーム活動や生徒会

活動に積極的に取り入れます。 

 

・ 生徒が連帯しながら目標を達成することの大切さを育み，集

団の中での責任感や連帯感，信頼関係を醸成するため，部活

動への積極的な取組を促します。 

 

・ 地域の優れたスポーツ経験者やスポーツ指導者等を「外部指

導者」として活用することにより，運動部活動の充実と地域

の連携を促進します。 

 

・ 表現・創作・研究等の創造的活動を支援し，発表や交流の場

を提供することにより，生徒の文化部活動への参加を促し豊

かな感性の育成に努めます。 

 

・ 平成２９年度に本県で開催される全国高等学校総合文化祭

や，南東北３県で開催される全国高等学校総合体育大会に向

けて，より一層部活動の充実を図ります。 

 

・ 各学校で部活動を実施するに当たっては，生徒のバランスの

とれた生活や成長に配慮し，特にスポーツ障害及び興味・意

欲が低下して起こるバーンアウト（燃え尽き）が生じないよ

うに十分留意し，部活動の適切な休養日設定に配慮すること

を推進します。 

 

・ 生徒間の信頼関係づくりに努め，生徒が協力し合いながら主

体的に問題解決に当たる姿勢を育成するため，ＭＡＰ※を導

入したホームルーム活動や体験活動等を実施します。 

 

 

 

・ 特別活動や部活動をはじめ，学校教育全体を通じて，コミュ

ニケーション能力や他者を思いやる心等を育成し，いじめを

生まない学校づくりに努めます。 
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・ いじめ・不登校等の問題行動への対応のため，必要に応じて

支援員・アドバイザーを配置するとともに，校種を超えた連

携，関係機関や外部の専門家等との連携・協力のネットワー

クを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，いじめ問題

等の未然防止及び早期発見・早期解決を図ります。 

 

※みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）とは，仲間と協力して，様々な課題を解決しながら，他人を信頼し

思いやる心を育てる体験学習法であるＰＡ（プロジェクト・アドベンチャー）の考え方や手法を取り入れた宮城

県独自の教育方法。 

 

（４）学校外の教育資源の活用 

学ぶ意欲を高め，学習内容と社会の関連を自覚させるために，地域社会や産業界など学校

外の教育資源について今後一層の活用を図ります。 
 

項 目 内 容 

①大学等高等教育機関の

公開講座，出前授業等

の活用 

（高大連携事業・進学拠点校等充

実普及事業） 

 

②地域の産業界との連携

の推進 

（みやぎクラフトマン２１事

業・「地学地就」※地域産業の

担い手育成推進事業・ものづく

り人材育成確保対策事業・産業

人材育成プラットフォーム推

進事業） 

 

 

・ 高度な知識や技能を習得させるため，県内の大学と結んだ高

大連携事業に係る協定に基づき，大学等高等教育機関の公開

講座，出前授業，単位互換制度等を積極的に活用します。 

 

 

 

・ 工業系学科を有する高校において，企業ＯＢ等の熟練技能者

による実践的な授業を行い，ものづくりの技能の向上を図り

ます。 

 

・ 地域産業の復興に貢献し，将来の地域を担う人材を育成する

ため，地域産業界と連携した企業見学会やインターンシップ

を充実させ，ミスマッチを減らし，職場定着を図ります。 

 

・ 地区ごとに，学校，産業界，行政をつなぐプラットフォーム

を設置し，産業界等の地域の教育資源の活用を進めていきま

す。 

   

※「地学地就」とは，地域で学んだ若者が地元の中堅・中小企業などに就職し、地域の経済や地場産業の発展に寄 

与すること。 
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２ キャリア教育の充実 －志（こころざし）教育の推進－ 

 

 

【構想の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

（１）勤労観・職業観の育成 

自らの在り方・生き方を見定めるとともに，確固とした勤労観，職業観を育んでいくため，

様々な人生や仕事の在り様に触れる機会を持つキャリア教育を充実します。 
 

項 目 内 容 

①「志教育」の体系的・

具体的な実践 

（高等学校「志教育」推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

②在り方・生き方の探究

を重視したキャリア教

育の実践 

（進路達成支援事業・「地学地就」

地域産業の担い手育成推進事

業） 

 

 

 

 

 

 

③就業体験機会の充実 

（ものづくり人材育成確保対策

事業・「地学地就」地域産業の

担い手育成推進事業） 

・ 高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，

より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に取り

組む姿勢を育むため，各学校において「志教育」の全体計画

及び年間指導計画を作成します。 

 

・ 全学年を通じて「志教育」に体系的に取り組めるよう，地区

単位の小・中・高等学校の連携を進めるとともに，高等学校

教育課程への「志教育」の位置づけに関する研究に取り組み

ます。 

 

・ 高校生が自ら学ぶ意欲を高め，興味・関心を持つ学問分野へ

の理解を一層深めるとともに，志をもって高校生活を送るこ

とができるよう大学と連携した取組を進めます。 

 

・ 勤労や職業に対する意識を高め，社会における自分の在り

方・生き方を考えさせる機会を充実させるため，社会人等を

活用したワークショップ形式のセミナー等を奨励します。 

 

・ 希望する進路の実現に向けて，就職希望生徒に対するガイダ

ンスやセミナー等を開催し，キャリア教育や職業教育の充実

を図ります。 

 

・ 実社会と接する機会をより多く与えるため，地域や学校の実

態，学科等の特性に応じて，ボランティア活動，職場見学や

インターンシップなどを充実していきます。 

 

 

 

キャリア教育の充実

（２）変化に対応できる基本姿勢の育成

（１）勤労観・職業観の育成
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（２）変化に対応できる基本姿勢の育成 

変化の激しい社会の中で，職業人として社会に貢献していくために，生涯を通じて学び続

け，知識や技能を常に磨き上げていくなど，社会の変化に対応できる基本的な姿勢等を身に

付けさせます。 
 

項 目 内 容 

①知識・技能を常に磨き

上げていく姿勢の育成 

（みやぎクラフトマン21事業・

「地学地就」地域産業の担い手

育成推進事業） 

 

 

 

②社会の変化に対応でき

る力の育成 

 

・ 専門高校等において，企業OB等の熟練技能者による実践的

な授業を行い，技術の革新等について学ぶ機会をつくりま

す。 

 

・ 地域の産業界と連携した企業見学会やインターンシップな

どを通して，望ましい勤労観・職業観を育み，社会人基礎力

や専門教科の基礎基本の習得，資格取得の奨励を積極的に行

います。 

 

・ 創造力や変化に対応できる力を育成するため，総合的な学習

の時間や特別活動，専門学科における課題研究等において，

習得した知識や技能を活用し，地域社会の抱える具体的な課

題解決に当たるアントレプレナーシップ教育※やプロジェク

ト学習※に取り組みます。 

 
※アントレプレナーシップ教育とは，起業家教育とも言われ，起業家的な精神と資質能力を育む教育。  

    精神的にも経済的にも自立した個人として，問題意識を持ち，新しいことに挑戦することで既存の社会  

    をより良く変革していける人材の育成を目指すもの。  

 

    ※プロジェクト学習とは，学習者がチームを組み，自分たちで課題を設定して解決していく学習法。  
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３ 地域のニーズに応える高校づくりの推進  

－地域とともに生きる高校づくり－ 

 

【構想の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域とつながる高校づくりの推進 

高校は，所在する地域社会の人材育成の役割を担っており，地域のニーズも踏まえた学校

づくりを進めます。なお，地域との連携に当たっては，学校外の教育資源の活用とともに，

高校の地域貢献との両面から，さらに幅の広い連携体制を構築します。  
 

項 目 内 容 

①地域と連携した高校づ

くりの推進 

（産業人材育成プラットフォー

ム推進事業・ものづくり人材育

成確保対策事業・「地学地就」

地域産業の担い手育成推進事

業・「地域復興に係る学校協議

会」事業・高等学校「志教育」

推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小・中学校との連携の

推進 

（実践的英語教育充実支援事

業・高等学校学力向上推進事

業） 

 

 

 

 

 

・ 各地区単位に，インターンシップ等の調整などキャリア教育

の充実に向けて，行政，学校，産業界をつなぐプラットフォ

ームを設置します。 

 

・ 地域産業の復興に貢献し，将来の地域を担う人材を育成する

ため，地域産業界と連携した企業見学会やインターンシップ

の実施などキャリア教育の充実を図ります。 

 

・ 高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼

を担っていくとともに，生徒たちに復興の主体としての自覚

や希望を持たせるため，地域復興に係る学校協議会を設置

し，地域の課題解決に向けた取組に参画します。 

 

・ 地域の復興をテーマにした行事・プロジェクトの企画運営や

外部講師を活用した講習会や研修会の実施など，復興を支

え，地域コミュニティの発展，地域の活性化に寄与する人材

を育成します。 

 

・ 指定校のある地域において，高校と中学校が連携して，英語

活用機会の大幅な拡充を図る授業実践及び学習到達目標基

準（CAN-DOリスト）の作成を行い，その成果と課題を発

信することで，県内英語教育の充実を図ります。 

 

・ スーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）を中心に，

県内各地区の連携校と協働する，小・中・高等学校間全体の

連携である「みやぎサイエンスネットワーク」を構築し，県

全体の理数系探究活動の活性化と理数教育の推進を図りま

す。 

（１）地域とつながる高校づくりの推進

（２）開かれた高校づくりと安全対策の強化

地域のニーズに応える

高校づくりの推進
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③高校による地域貢献活

動の推進 

（みやぎ県民大学推進事業・高等

学校「志教育」推進事業） 

 

 

 

 

・ 県民を対象とした高校での公開講座の実施や定時制高校等

が開設する科目の履修など，県民の学習機会の充実に向けた

事業等を行います。 

 

・ 東日本大震災では，避難所指定の有無に関わらず，多くの地

域住民等が県立高校にも避難し，県立高校の地域の防災拠点

としての役割が改めて確認されたことから，市町村防災担当

部署や住民等との連携を強化し，必要に応じて新たに避難所

の指定を受ける等，地域の実情に応じた対策を講じます。 

 

・ 復興に向けたボランティア活動や環境保全活動等を通して，

様々な立場の人と関わりを持つ中で，将来にわたって地域社

会を支える自覚と態度を育成します。 

 

（２）開かれた高校づくりと安全対策の強化 

開かれた学校づくりの推進に当たって，学校運営の組織的・継続的な改善に資するため，

学校評価の充実に取り組むとともに，学校の教育目標や方針，教育計画の内容と，その実施

状況など積極的に情報発信し，地域や保護者の理解と意向の把握に努め，地域の信頼に応え

ていきます。また，学校運営について十分な安全対策を講じていきます。  

 

項 目 内 容 

①学校からの情報発信の

充実による地域との信

頼醸成 

（みやぎ産業教育フェア開催事

業） 

 

 

 

 

②学校評価事業の推進 

（学校評価事業） 

 

 

 

③オープンキャンパスの

開催 

 

 

④危機管理体制の充実 

（ネット被害未然防止対策事

業・学校） 

 

・ 学校の教育方針やカリキュラムなどに加え，生徒の学習状況

や進路・進学指導などの状況について，ＩＣＴ（情報通信技

術）等を活用しながら，保護者や地域に積極的な情報提供を

行います。 

 

・ 広く県民の方々に専門高校・専門学科等への理解を深めてい

ただくため，専門高校等で学んでいる生徒の日頃の学習活動

や成果の発表等を行います。  

 

・ 自らの教育活動，学校運営などについて，自己評価及び学校

評議員等による外部評価を実施しながら地域や保護者の意

向把握に努めるとともに，その評価結果を公表し，改善につ

なげていきます。 

 

・ 中学生や保護者に対して各学校を会場に学校説明会や施設

見学などを行い，学校の特色及び教育内容について情報発信

します。 

 

・ 各学校の危機管理マニュアルを適時適切に改訂するととも

に，交通安全や災害などへの安全対策の徹底や，不審者対応

訓練を行うなど実効性のある体制を整備します。 
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・自然災害時や交通機関の事故発生時による臨時休校等の緊急

連絡の徹底を図るため，「緊急メール」等を活用するなどの

体制づくりを推進します。 

 

・ ネットパトロールを実施し，問題の未然防止を図るととも

に，携帯電話やスマートフォン等によるネットの利用に関す

る情報モラル育成のための研修や講師派遣等を行います。 
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４ 教育環境の充実・学校経営の改善  

－安心して学べる魅力ある教育環境づくり－ 

 

【構想の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）教員の資質能力の向上 

教員の資質能力の向上を図り，教員一人一人の教科指導力，即ち授業力を向上させるため，

教育委員会主催による授業力向上に向けた研修会などに加え，日々の教材研究や各学校にお

ける校内研修を充実します。 

また，社会や時代の変化に対応できるよう，教科外の各種研修等の充実も図ります。  
 

項 目 内 容 

教職員研修の充実 

（教職員CUP(ｷｬﾘｱ･ｱｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ)事業・明日を担う産業人材

養成教員派遣研修事業・いじ

め・不登校等対策強化事業・高

等学校学力向上推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 宮城県教員研修マスタープランに基づき，多様化する学校教

育課題に対応するための実践力と基盤となる意欲・人間力を

育成するための教職研修を実施します。 

 

・ 教員が自己の崇高な使命を深く自覚するとともに，自ら学ぶ

姿勢を持ち，新たな教育課題に対応できる力量を高められる

よう意識の向上に努めます。 

 

・ 初任者研修，教職経験者研修等において，模擬授業等を取り

入れた研修を行います。 

 

・ 授業力向上に関する調査研究や県内外の指導資料を総合教

育センターに収集・蓄積し，学校・教員がいつでも活用でき

る体制を整備し，教員の指導力の向上を図ります。 

 

・ 専門教科担当の教員を一定期間，民間企業等に派遣し，専門

的・実践的な技能の向上と指導力の強化に取り組みます。 

 

・ 防災教育の充実や防災等に係る対応能力を高めるため，防災

教育等の推進的役割を担う人材を育成します。 

 

・ 深刻化するいじめの実態とその対応の在り方等について研

修会を開催し，いじめ問題に関する教員の資質能力の向上を

図ります。 

 

（３）効率的・効果的な施設整備の推進

（４）多様な生徒の受入れ態勢の整備

教育環境の充実
学校経営の改善

（１）教員の資質能力の向上

（２）学校改善の定着
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・ OJT※の強化を図り，教員同士がともに支え合いながら日常

的に学び合える校内研修の充実に取り組みます。 

 

・ 新たな人事評価制度を活用し，教職員一人一人の資質能力の

向上と学校の教育活動の活性化を図ります。 

 

・ 全ての学校に研究・研修担当者を設置し，校内研究・研修体

制を整備します。 

 

・ 校内研修の充実に向け，指導主事や大学教員等の外部機関に

よる訪問支援の体制を充実します。 

 

・ 進路指導担当者等を対象とした系統的な校内の進路指導研

修を実施します。 

 

・ 生徒指導や特別支援教育に関する研修を実施します。 

 
※OJTとは，仕事の現場で，業務に必要な知識や技術を習得させる研修のこと。ｵﾝ・ｻﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(on-the

-job training)の略。 
 

（２）学校改善の定着 

校長のリーダーシップにより，社会の変化等に連動した学校改善に速やかに着手できる仕

組みを整備するため，学校関係者評価の定着など，学校内外の声を踏まえた学校経営におけ

る「改善の循環」を促進します。 
 

項 目 内 容 

①学校評議員制度の効果

的な運用 

（学校評価事業） 

 

②学校におけるPDCAサ

イクルの定着 

（学校評価事業） 

 

・ 各学校においては，特性・役割を踏まえて教育目標や成果指

標等を定めるとともに，学校評議員制度を活用しながら，適

切な進行管理を行います。 

 

・ 学校評議員による学校評価の結果を学校運営の改善に生か

すための研修会を実施するなど，学校におけるPDCAサイク

ルを定着させることで，学校現場において課題等を認識した

際に，適切な改善措置を講じる確実かつ安定的な体制を確立

します。 

 

（３）効率的・効果的な施設整備の推進 

各学校における教育活動に支障が生じないよう施設設備の計画的な整備を進めるとともに，

生徒数減少による高校再編も視野に入れ，効率的な施設・設備の整備を推進します。  
 

項 目 内 容 

①計画的な施設・設備整

備の推進 

（校舎改築事業・校舎大規模改造

事業・学科転換対応設備整備

費） 

・ 各学校の教育環境確保のための校舎等改築及び大規模改造

等を計画的に推進します。 

 

・ 技術の進歩に対応した職業系専門学科等の実習施設・設備等

を整備します。 
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②生徒数減少に伴う高校

再編を踏まえた効率的

な施設・設備整備の推

進 

（再編統合施設整備事業・新増改

築等設備整備費・学科転換対応

設備整備費） 

・ 高校再編や学科改編等にあわせて，効率的に施設・設備等を

整備します。 

 

 

（４）多様な生徒の受入れ態勢の整備 

不登校傾向の生徒やコミュニケーション等に問題を抱える生徒，あるいは発達障害のある

生徒等に対応するため，研修会の実施など校内での受入れ態勢のより一層の整備・充実を図

ります。 
 

項 目 内 容 

①教育相談事業の充実 

（総合教育相談事業） 

 

②スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャ

ルワーカーの配置 

（高等学校スクールカウンセラ

ー活用事業） 

 

③特別支援教育に関する

研修の充実 

（特別支援教育地域支援推進事

業・特別支援教育研修充実事

業） 

 

・ 生徒が抱えている心の問題や不登校，非行等の諸問題の解消

を図るため教育相談事業を展開します。 

 

・ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配

置により，不登校や中途退学，問題行動等に的確に対応する

ため，生徒・保護者・教員の相談に応じるとともに，校内教

育相談体制の充実を図ります。 

 

 

・ 特別な教育的ニーズを有する生徒やその保護者に対して適

切な支援を行うため，各学校で指定されている特別支援教育

コーディネーターの資質能力向上に向けた研修及び特別支

援教育に携わる教員の専門性向上に向けた研修を実施しま

す。 

 

・ 各学校において，発達障害など様々な課題を抱える生徒に的

確に対応し得る校内受入れ態勢整備に向け，特別支援学校や

関係機関等と連携を図りながら，校内研修会等を実施しま

す。 

 

・各学校において，従前から行ってきた様々な配慮の内容につ

いて整理を行い，「合理的配慮」※の観点から適切な対応が

できるよう努めます。 

 

・地域ブロック研修会を実施し，特別な配慮を要する生徒の地

域における支援体制の向上を図ります。 

   

  ※「合理的配慮」とは，障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し，又は行使することを確

保するための必要かつ適当な変更及び調整であって，特定の場合において必要とされるものであり，かつ，

均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。例えば教育内容・方法，支援体制等の配慮。  
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５ 東日本大震災からの教育の復興に向けた取組 

 

【構想の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）心のケアと防災教育の充実 

震災による様々な精神的変化等に的確に対応するため，生徒の心のケアに努めます。  

また，震災の教訓を踏まえ，自ら危険を予測し，回避する能力を高めるとともに，他者の

命や暮らしを守る防災教育の充実に努めます。 
 

項 目 内 容 

①心のケアの充実 

（総合教育相談事業・高等学校ス

クールカウンセラー活用事

業・心の復興支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進

事業） 

 

 

 

 

 

 

 

②防災教育の充実 

（防災教育等推進者研修事業・防

災教育推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

③防災に関する専門教育

の推進 

（防災専門教育推進事業） 

・ 震災による心の変化等の諸問題の解消を図るため教育相談

事業を展開します。 

 

・ 震災後の生徒の心のケア等に的確に対応するため，生徒・保

護者・教員の相談に応じる専門のカウンセラーを配置しま

す。 

 

・ 震災によるストレスや困難を，絆を深めることによって共に

乗り越え，復興に向けて心を一つにして行動していこうとい

う集団の意志へと高め，心の復興を図ることができるよう，

ＭＡＰ等の手法を取り入れた集団活動を実施します。 

 

・ 全ての高校に防災主任を配置し，学校内では防災教育の年間

計画の立案や校内研修等を行うほか，学校外では地域や防災

部局等と連携し学校における地域防災推進の連絡調整の役

割を担います。 

 

・ どんな災害にも対応できる力と心の育成をするため，「みや

ぎ学校安全基本指針」等で示した，生徒に｢必ず身に付けさ

せたい事項｣を，教育活動全体を通して，具体的・実践的に

指導します。 

 

・ 東日本大震災から学んだ教訓を将来にわたり語り継ぎ，今後

国内外で発生する災害から一人でも多くの命と暮らしを守

っていくための人づくりを進めるため，防災に関する専門教

育を推進します。 

 

 

（１）心のケアと防災教育の充実

（２）宮城の復興を担う産業人材の育成

（３）復興活動への参画促進

東日本大震災からの教育の
復興に向けた取組
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・多賀城高校災害科学科において，地域との連携による先進的

な防災教育を実施するとともに，その成果を他校にも波及さ

せていくことにより，県全体での防災教育の充実につなげて

いきます。 

 

 

（２）宮城の復興を担う産業人材の育成 

本県の今後の産業構造を見据えながら，復興に必要な地域産業の担い手の育成を強化しま

す。 
 

項 目 内 容 

地域産業の担い手の育成 

（ものづくり人材育成確保対策

事業・「地学地就」地域産業の

担い手育成推進事業） 

・ 地域産業の復興に貢献し，将来の地域を担う人材を育成する

ため，地域産業界と連携した企業見学会やインターンシップ

などを充実させ，ミスマッチを減らし，職場定着を図ります。 

 

 

（３）復興活動への参画促進 

生徒が積極的に復興活動に参画するための施策を推進することにより，宮城県のみならず

我が国の未来を担う人材の育成を図ります。 
 

項 目 内 容 

地域の復興活動への参画 

（「地域復興に係る学校協議会」

事業・高等学校「志教育」推進

事業） 

 

 

・ 高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼

を担っていくとともに，生徒たちに復興の主体としての自覚

や希望を持たせるため，地域復興に係る学校協議会を設置

し，地域の課題解決に向けた取組に参画します。 

 

・ 地域の復興をテーマにした行事・プロジェクトの企画運営や

外部講師を活用した講習会や研修会の実施など，復興を支

え，地域コミュニティの発展，地域の活性化に寄与する人材

を育成します。 

 

・ 復興に向けたボランティア活動や環境保全活動等を通して，

様々な立場の人と関わりを持つ中で，将来にわたって地域社

会を支える自覚と態度を育成します。 
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第３章 社会情勢の変化に的確に対応した学科編成・学校配置  
 
 
１ 水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の再建 

東日本大震災により，校舎等が被災した水産高校，農業高校及び気仙沼向洋高校の３校に

ついて，望ましい教育環境の速やかな確保を図る観点から，以下の考え方に基づき再建を進

め，防災機能の充実や６次産業化等の新たなニーズに対応した教育施設も含め，新しい学校

づくりに取り組んでいきます。 

 

 

（１）水産高校 

水産高校については，平成２９年度末完成を目途に現在の校地内で新校舎の建設を進めま

す。 

再建に当たっては，水産業の６次産業化に向けた取組について幅広く学習できる体制を整

備することにより，魚食文化の復活や水産物の消費拡大に貢献できる人材の育成を目指しま

す。 

平成２６年度から，海洋総合科の中に調理類型を新設し，調理師養成施設として認定され

ているところでありますが，調理師免許の取得に求められる高い専門性を踏まえ，調理師養

成課程について，専門的な知識を確実に定着させ，技能を向上させるとともに，調理師とし

ての態度や心構えを育成するなど，高校３年間を通じたより適切な教育課程を編成するため，

学科としての体制整備について検討します。 

 

 

（２）農業高校 

農業高校については，平成２９年度末完成を目途に，名取市高舘地区に新校舎の建設を進

めます。 

再建に当たっては，敷地の合理的な利活用に向け，校舎ゾーン，グラウンドゾーン，草花

ゾーン，６次産業化ゾーンなどゾーニングを行い，県内農業系高校の中心校としての役割を

継承しつつ，「魅力ある農業再興」に向けて，生産から加工・流通・消費にいたる６次産業

化を意識した取組など，新たな視点に立って実践する農業人の育成を目指します。  

 

 

（３）気仙沼向洋高校 

気仙沼向洋高校については，平成２９年度末完成を目途に，気仙沼市階上地区に新校舎の

建設を進めます。 

再建に当たっては，「新たな水産業の創造」に向けて，地域の教育資源を活用した実践的

な水産教育への取組など，地域のニーズに応じた魅力ある新たな水産教育を目指します。   
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２ 学科編成について 

 

（１）全日制課程 

 

① 普通科 

普通科は，募集定員の約３分の２を占め卒業後の進路は多様な状況にあり，大学等の高等

教育機関に接続できる教育の一層の推進と，多様な生徒に対し目的意識を持たせるようなキ

ャリア教育の充実とともに，教育課程の工夫を通して一層の特色化を図っていきます。  
 

項 目 具体的な取組 

ア）社会や職業に対する

意識・態度の育成 

 

イ）生徒の多様な興味・

関心等に応じた教育

活動の展開 

・ 普通科におけるキャリア教育の充実を引き続き進めます。 

 

 

・ 地域の実情や生徒の学習ニーズを踏まえた上で，教育課程を

柔軟に編成するとともに，学び直し，学ぶことの楽しさや達

成感を体得するため，体験的な学習に積極的に取り組みま

す。 

 

② 専門学科 

専門学科については，社会の変化に対応した学科への転換を進めていくとともに，震災復

興計画，地方創生総合戦略や生徒・地域のニーズ等を踏まえながら，その配置の在り方の検

討を進めます。 
 

項 目 具体的な取組 

ア）産業構造の変化に対

応した魅力ある学科

への改編 

 

イ）地域のニーズを踏ま

えた職業教育拠点校

の設置 

 

 

 

ウ）社会的・職業的自立

を目指し，宮城の将

来を担う人材の育成  

 

 

・『地域ブランドの確立』を通じた地域振興への貢献を目指す

観点から，新たにデザイン分野を専門的に学習するデザイン

系学科を新設します。 

 

・産業の高度化・多様化に伴い，農業・商業等の単一の専門分

野の知識や技能だけでなく，学際的な知識や技能を併せ持ち，

６次産業化を軸とした学科間連携による発展的な専門教育を

展開するとともに，地域の産業振興に貢献できる人材を育成

する職業教育拠点校を新設します。 

 

・調理師免許の取得に求められる高い専門性を踏まえ，調理師

養成課程について，より適切な教育課程を編成するため，学

科としての体制整備について検討します。 
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③ 総合学科 

総合学科については，系列の選択や進路選択に対する指導体制の在り方などの改善に取り

組みます。今後，専門教育の検討に当たっては，学校再編統合等の検討と併せ，それぞれの

特性を踏まえて検討していきます。 
 

項 目 具体的な取組 

教育環境の維持・充実に

向けた体制整備 

・ 一定以上の学級規模・教員数を確保して普通教育及び専門

教育に関して多様な教科・科目を開設するとともに，１年

生における進路指導及び履修指導を十分に行って進路希望

の達成につながる学習を促します。 

 

（２）定時制課程 

定時制課程は，不登校経験者や全日制課程からの転入学者や中途退学者など，様々な入学

動機や学習歴を持つ生徒が増えており，こうした生徒の学習ニーズに的確に対応するととも

に，２部・多部制の定時制高校の未設置地区への設置についても検討していきます。また，

全日制高校における生徒数減少に対応した学校再編や学級減の状況を踏まえ，夜間定時制課

程の定員や配置の在り方について検討していきます。 
 

項 目 具体的な取組 

定時制課程における昼間

部・夜間部の配置や学級

数の検討 

・ 定時制課程の昼間部及び夜間部について，定員の充足状況や

生徒の通学圏の状況などを考慮しながら，適正な配置の検討

や学級数の見直しを行います。 

 

（３）通信制課程 

通信制課程については，不登校経験者や，様々な困難を抱えた生徒の入学が増加してお

り，多様な学習歴を持つ生徒に対し，学習上・生活上の困難を改善・克服するための配慮

を行うとともに，生徒一人一人の事情や特性に応じたきめ細かな教育支援を行います。  
 

項 目 具体的な取組 

ア）学び直し対策の推進 

 

 

イ）遠隔地対策の推進 

 

 

ウ）学校間連携による通

信制の機能の活用 

 

エ）ｅラーニングの推進 

・学習支援員等を活用し，学力不足や配慮を要する生徒への学

習支援を推進します。 

 

・生徒の学習環境の改善を図るため，地域スクーリング（面接

指導）等を実施します。 

 

・不登校・中途退学対策のための，在籍校に籍を置いたまま学

校間連携により単位修得ができるような取組を検討します。 

 

・多様な個別学習支援に対応するため，ＩＣＴ（情報通信技術）

を活用したレポート作成支援コンテンツの提供など，自学自

習のサポートを推進します。また，ＩＣＴコンテンツを活用

したスクーリングの時数代替を段階的に進めていきます。 
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（４）職業教育拠点校の新たな設置 

産業の高度化・多様化に伴い，農業・商業等の単一の専門分野の知識や技能だけでなく，

学際的な知識や技能を併せ持ち，６次産業化を軸とした学科間連携による発展的な専門教育

の展開や地域の産業振興に貢献できる人材を育成する職業教育拠点校を設置します。 
 

項 目 具体的な取組 

職業教育拠点校の新設 ・南部地区の大河原町内にある２つの専門高校を再編し，地域

のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進するため，新

たに職業教育拠点校を新設します。 

  

67



- 20 - 

 

３ 学校配置について 

 

（１）再編の基本的考え方 

地区の中学校卒業者数の減少の見通しに基づき学級減を行うととともに，地域との関わり，

機会均等への配慮や学校活力を維持し得る規模，市立・私立高校との協調した取組などの視

点に配慮しながら，地域の教育的ニーズを十分踏まえ，計画的に学校再編を進めていきます。

また，生徒数が一定の基準に満たない学校については，原則的に統廃合などの対応を進めま

す。 

① 各地区の中学校等卒業者数の見通し（中等教育学校を含む。社会増減を考慮したもの。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 各地区の必要学級数の見通し（公立高校全日制課程） 

（注意）地区ごとの学校配置等の検討の参考とするため，試算したものであり，確定したものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H22年 H25年 H29年 H22～29 H32年 H22～32

減少数 減少見込数

南部地区 42 41 39 △ 3 38 △ 4
中部地区 205 200 200 △ 5 196 △ 9
大崎地区 43 43 43 0 42 △ 1
栗原地区 17 16 14 △ 3 14 △ 3
登米地区 18 17 15 △ 3 15 △ 3
石巻地区 48 42 41 △ 7 38 △ 10
本吉地区 20 20 16 △ 4 15 △ 5

全県 393 379 368 △ 25 358 △ 35
※H22は第1次，H25は第2次，H29は第3次の実施計画策定の年である。

※H22年，H25年及びH29年は，実績値及び既定の計画値である。

※H22年は，中等教育学校後期課程（4学級）を含む。

　　　　　　卒業年

　地区

新将来構想期間(H23~H32) 
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（２）小規模校の対応 

１学年２学級規模（８０人）を維持できない学校については，活力ある高校教育の展開や

社会資本整備の効率性等の観点から，各地区の実情を踏まえながら，原則的に統廃合などに

よる再編整備を進めます。 

具体的には，次に掲げる基準の要件のいずれかに該当する全日制課程の本校及び分校につ

いては，再編整備又は該当することとなる年度の翌年度から新たな生徒の募集を停止します。 

 

 

①本校の再編基準 

平成２２年度以降において，２年間連続して，全学年の在籍生徒数※が，収容定員の

３分の２未満であり，かつ１６０人に満たない場合 

 

②分校の再編基準 

ａ 平成２２年度以降において，２年間連続して，全学年の在籍生徒数※が，収容定員

の３分の２未満であり，かつ８０人に満たない場合 

ｂ 平成２２年度以降において，過去２年間連続して，分校所在市町村※の中学校から

の入学者数が，当該中学校卒業者数※のうち，４分の１未満である場合 

 

※ 在籍生徒数は，学校基本調査における各年５月１日現在の数とする。 

※ 分校所在市町村とは，平成２１年４月時点の市町村の区域とする。 

※ 当該中学校卒業者数とは，当該中学校の卒業者数のうち，高等学校へ進学した生徒数とする。 
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 ４ 学校配置計画・学科編成 

再編の基本的考え方に基づき，中学校卒業者数及び地区の必要学級の見通し並びに現在の

高校の配置及び学級規模の状況を踏まえ，本吉地区，南部地区及び石巻地区において，学校

の活力維持及び地域の産業を支え，ふるさと宮城の再生とさらなる発展を担える人材の育成

等の観点から，以下のとおり学校の再編，新たな学科体制への見直し及び通信制課程の充実

強化を行います。 

 

 

（１） 本吉地区における高校の再編 

  本吉地区では，平成２９年度から平成３２年度までに中学校卒業者数が約1００人減少す

る見込みであることを踏まえ，『活力維持や教育機能を十分に発揮し得る学校規模』を維持

するため，気仙沼高校と気仙沼西高校を統合し，現行の５校体制を４校体制に再編すること

で，同地区をけん引する進学拠点校を目指します。 

 
                       

気 仙 沼 高 校 

気仙沼西高校 

６学級（普通科６） 

３学級（普通科３） 

 

（平成２８年４月） 
                          気仙沼西高校 １学級減 

気 仙 沼 高 校 

気仙沼西高校 

６学級（普通科６） 

２学級（普通科２） 

 

（平成２９年４月） 

                         気仙沼高校  １学級減 

気 仙 沼 高 校 

気仙沼西高校 

５学級（普通科５） 

２学級（普通科２） 

 

 

（仮称）気仙沼高校 ６学級（普通科６） 

（平成３０年４月開校） 

 

 

（２）南部地区における職業教育拠点校の新設 

南部地区では，平成２９年度から平成３２年度までに中学校卒業者数が約2０0人減少

する見込みであることを踏まえ，現行の１０校体制を９校体制に再編し，大河原町内にあ

る２つの専門高校を再編し，地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進するため

新たな職業教育拠点校を新設します。 

その際，同地区の６次産業化を軸とした地域産業振興への貢献を目指し，農業と商業に

加え，新しい学科としてデザイン系学科を新設します。 
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柴田農林高校 

 

大河原商業高校 

 

４学級（食農科学科１・動物科学科１・森林環境科１ 

・園芸工学科１）  

５学級（流通マネジメント科２・情報システム科２・ 

    ＯＡ会計科１） 

 

 

職業教育拠点校 

（平成３４年４月開校） 

 

農 業 系 学 科 

商 業 系 学 科 

デザイン系 学科 

２学級 

３学級 

１学級 

 

 

 

（３）石巻地区における学科改編・調理系学科体制への見直し 

水産高校については，平成２９年度末完成を目途に現在の校地内で新校舎の建設を進めま

す。 

再建に当たっては，水産業の６次産業化に向けた取組について幅広く学習できる体制を整

備することにより，魚食文化の復活や水産物の消費拡大に貢献できる人材の育成を目指しま

す。 

平成２６年度から，海洋総合科の中に調理類型を新設し，調理師養成施設として認定され

ているところでありますが，調理師免許の取得に求められる高い専門性を踏まえ，調理師養

成課程について，専門的な知識を確実に定着させ，技能を向上させるとともに，調理師とし

ての態度や心構えを育成するなど，高校３年間を通じたより適切な教育課程を編成するため，

学科としての体制整備について検討します。 

 

（４）通信制課程の充実強化 

    美田園高校において，不登校経験者や，様々な困難を抱えた生徒の入学が増加しており，

多様な学習歴を持つ生徒に対し，学習上・生活上の困難を改善・克服するための配慮を行

うとともに，生徒一人一人の事情や特性に応じたきめ細かな教育支援を行います。 

 

○ 学び直し対策の推進 

  学習支援員等を活用した学習の支援など 

○ 遠隔地対策の推進 

  地域スクーリングの実施 

○ 学校間連携による通信制の機能の活用 

  在籍校に籍を置いたまま単位を修得できる学校間連携の取組を検討  

○ ｅラーニングの推進 

  ＩＣＴ（情報活用技術）を活用した自学自習サポートやスクーリング代替の

段階的な推進 
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５ その他（参考） 
 

 （１）新県立高校将来構想期間における再編状況等 
 

① 第１次実施計画期（計画期間：平成２３年度から平成２７年度）  

 

 

 

 

② 第２次実施計画期（計画期間：平成２６年度から平成３０年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 公立高校（中等教育学校を含む）の配置状況 
（公立全日制・定時制・通信制） ※平成２８年度現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通信制高校の独立校として美田園高校を開設（平成２４年４月） 

・女川高校（全日制高校）を廃止し，女川高等学園を開設（平成２８年４月） 

・松島高校へ観光科の設置（平成２６年４月） 

・水産高校の海洋総合科を拡充（平成２６年４月） 

・上沼高校，米山高校，米谷工業高校の３校を統合し，登米高校の商業科を 

 含む，登米総合産業高校を設置（平成２７年４月） 

・多賀城高校に災害科学科を設置（平成２８年４月） 

（追加計画） 

・岩ヶ崎高校鶯沢校舎を募集停止（平成２８年４月） 

・気仙沼高校，気仙沼西高校の統合（平成３０年４月） 

学級数 計
学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

学
校

数
学校名

10 1 1 塩釜（普8・商2）

9 0
8 5 2 仙台一（普） 3 仙台二（普）

宮城工（工） 仙台三（普6・理2）

仙台商（商）＊

7 17 1 白石（普6・看1） 6 名取（普6・家1） 10 宮城一（普5・理2）

名取北（普） 宮城広瀬（普）

仙台三桜（普） 泉（普6・英1）

仙台南（普） 泉松陵（普）

仙台西（普） 泉館山（普）

仙台東（普6・英1） 宮城野

　　（普4・美1・総2）

多賀城（普6・他1）

利府（普5・体2）

富谷（普）

仙台（普）＊

6 13 1 白石工（工） 3 農業（農） 1 黒川（普2・工4） 3 古川（普） 2 佐沼（普） 2 石巻（普） 1 気仙沼（普）

仙台二華（普） 古川黎明（普） 登米総合 石巻工（工）

仙台工（工）＊ 古川工（工） 　　（農1・工3・商1・福1）

5 11 1 大河原商（商） 2 仙台向山（普4・理1） 1 松島（普3・商2） 1 小牛田農林 1 迫桜（総） 5 石巻好文館（普）

亘理 　　（農2・総3） 石巻西（普）

　　（普2・農1・商1・家1） 石巻北（総）

石巻商（商）

桜坂（普）＊

4 7 3 柴田農林（農） 1 ※仙台青陵（普）＊ 1 涌谷（普） 1 築館（普） 1 宮城水産（水）

柴田（普3・体1）

角田（普）

3 11 2 村田（総） 4 岩出山（普） 1 岩ヶ崎（普） 1 登米（普3） 3 志津川（普2・商1）

伊具（総） 中新田（普） 本吉響（総）

加美農（農） 気仙沼向洋

鹿島台商（商） 　　（水2・工1）

2 5 1 蔵王（普） 2 松山（普1・家1） 1 一迫商（商） 1 気仙沼西（普）

南郷（普1・農1）

1 1 1 柴田農林・川崎校（普）
学校数

計 71 10 13 17 11 4 3 8 5
学級数

計 374 39 86 119 43 14 15 41 17
学級数
平均 5.3 3.9 6.6 7.0 3.9 3.5 5.0 5.1 3.4

6 1 白石・七ヶ宿校（普40） 2 貞山（普120） 1 田尻さくら（普80） 2 東松島（普80）

仙台大志（普90）＊

7 1 大河原商（普40） 3 名取（普40） 〔貞山（普40）〕 2 佐沼（普40） 1 〔東松島（普40）〕 気仙沼（普40）

〔4〕 〔2〕 〔仙台大志（理30）＊〕 〔1〕 〔1〕

通信制 1 1 美田園高校（普500）

〔田尻さくら（普40）〕

東部（本吉）東部（石巻）北部（登米）北部（栗原）北部（大崎）

古川工（機械40・電気40）

南部地区 中部（南）

夜間

定時制
宮城二工（電子機械40・電気40）

仙台工（建築土木40・機械40）

中部（北）

昼間
定時制 石巻北・飯野川校(普40)

‐24‐ 
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